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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，公益社団法人全国

火薬類保安協会及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正

すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。

これによって，JIS K 4832:2003 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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火薬類の盗難防止設備の要求事項 

Requirements for burglar-proofness of explosives 

 

1 適用範囲 

この規格は，火薬庫及び庫外貯蔵所に設ける火薬類取締法施行規則で定める扉，錠，金網及び自動警報

装置（以下，盗難防止設備という。）の細部に対する要求事項について規定する。 

 

2 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次による。 

2.1 

火薬庫 

火薬類取締法施行規則第 17 条に規定する火薬庫。 

2.2 

庫外貯蔵所 

火薬類取締法施行規則第 16 条に規定する火薬庫外においてする火薬類の貯蔵所。 

2.3 

管理者 

火薬庫又は庫外貯蔵所の管理責任者，管理責任者が指示した者及び管理責任者が定めた代理人（警備業

を営む者などの第三者を含む。）。 

2.4 

面付錠（図 1 及び図 3 参照） 

平らな部分（面という。）に取り付ける錠前。 

2.5 

レバータンブラ錠（図 1 参照） 

合い鍵以外では錠が開かないようにするために錠ケースの中に仕込まれた部品がてこ（レバー）のよう

に動く機構をもつ錠前。 

2.6 

本締錠（図 1 参照） 

デッドボルトだけが出入りして施錠する機構をもつ錠前。 

2.7 

デッドボルト（図 1 参照） 

ドアなどの錠を構成する部品の一つで，施錠するときにドア側の錠ケースから突出し，ドア枠側の穴（ス

トライク）に差し込まれる，かんぬきの部分。 


